
【参 考】

②
同時査察調査案件の提案／
受諾

④
査察調査により把握した情報
の交換

⑥
同時査察調査の終了に関する
合意

⑤
交換された情報に関する協議
等

（注）　日本で査察調査の対象となる納税者と、米国で査察調査の対象となる納税者には、取引上の関連性等が必要。
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指示・報告 指示・報告 

③情報提供 

・情報提供要請 
③情報提供 

・情報提供要請 

日米同時査察調査のイメージ 

・同時査察調査の開始・終了 

・情報交換の実施       

・（必要に応じ）協議への同席 

・査察調査の指揮・総括 

・協議の主催 

・査察調査の実施 


